
 

第１０回 二ヶ領用水総合基本計画推進会議 次第 

 

日時：令和７年２月１７日（月）１５：００～ 

場所：高津区役所 ５階 第３会議室 

 

 

 

 

次  第 

 

１ 開会挨拶 

 

２ 二ヶ領用水総合基本計画の施策進捗管理について     【資料①】 

 

３ 令和６年度における二ヶ領用水総合基本計画の取組み等 

（１） 施策展開報告書                【資料②】 

（２） その他の取組み・イベントなど         【資料③～⑧】 

 

４ 令和７年度の発注予定工事               【資料⑨】 

 

５ その他 

（１） 寄附要綱について               【資料⑩】 

（２） 二ヶ領用水総合基本計画の改定         【資料⑪】 

 

６ 質疑応答 

 

 



第１０回　二ヶ領用水総合基本計画　推進会議　名簿

団　　体　　名 氏　　　名 出欠

二ヶ領用水総合基本計画検討委員会
市民会議　副代表

萩原　委員 欠席

シニアの「ちから」ネットワーク・中原　会
長

増渕　委員 ○

二ヶ領用水ウォッチング・フォーラム 代表 岡村　委員 ○

団　　体　　名 氏　　　名 出欠

登戸台和町会　会長 木澤　委員 ○

市
民
団
体
等
の

代
表
者

二ヶ領用水・中原桃の会　副会長 津脇　委員 欠席

NPO法人多摩川エコミュージアム
副代表

升田　委員 ○

行
政

川崎区役所　企画課 成沢　課長 欠席

川崎区役所道路公園センター　整備担当 志村　担当課長 欠席

幸区役所　企画課 塚本　課長
代理出席

林課長補佐

幸区役所道路公園センター　整備担当 星野　担当課長 ○

中原区役所　企画課 北條　課長 ○

中原区役所道路公園センター　整備担当 山本　担当課長
代理出席

伊藤課長補佐

高津区役所　企画課 星　課長 ○

高津区役所道路公園センター　整備担当 野村　担当課長 ○

多摩区役所　企画課 相原　課長 ○

事
務
局

建設緑政局　河川課 横尾　課長 ○

真達　課長補佐 ○

天野　主任 ○

建設緑政局　企画課 花井　係長 ○

多摩区役所道路公園センター　整備担当 後藤　担当課長 ○

建設緑政局　企画課 藤野　課長 ○



二ヶ領用水総合基本計画推進会議設置要綱 
 

（目的及び設置） 

第１条 二ヶ領用水総合基本計画（以下「基本計画」という。）の基本理念である「水文化都市川崎

の創造」の実現に向け、行政と市民が連携・協働し各施策を着実に推進していくため、「二ヶ領

用水総合基本計画推進会議」（以下「推進会議」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 推進会議は、次に掲げる事項について所掌する。 

（１）各施策内容の進捗管理と課題解決に関すること。 

（２）行政と市民の取組みに関する情報交換 

 

（組織） 

第３条 推進会議は、別表１の委員をもって組織する。 

２ 推進会議には、委員長を置き、委員長は建設緑局道路河川整備部河川課長をもって充てる。 

３ 推進会議は委員長が召集し、その議長となる。 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、３年とする。ただし、再任は妨げない。 

 

（関係者の出席） 

第５条 推進会議の議長は、審議のため必要があると認めるときは、学識経験者、関係者の出席を

求め、その説明又は意見を聴くことができる。 

 

（運営委員会） 

第６条 推進会議は、各施策内容を進めるにあたり問題となる事項の解決に向け、検討を行う運営

委員会を設置することができる。 

２ 運営委員会は別表２の委員をもって組織する。 

３ 運営委員会には座長を置き、座長は建設緑政局道路河川整備部河川課の係長又は課長補佐職員

をもって充てる。 

４ 運営委員会は、座長が必要に応じ召集し、その議長となる。 

５ 運営委員会の座長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その意見または説明

を聞くことができる。 

 

（事務局） 

第７条 推進会議の庶務は建設緑政局道路河川整備部河川課において処理する。 

 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、委員長が推進会議

に諮って定める。 

 

（附則） 

この要綱は、平成２６年４月１８日から施行する。 

（附則） 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

（附則） 

この要綱は、平成３０年８月２７日から施行する。 

（附則） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 



 

 
 

（附則） 

この要綱は、令和５年７月２９日から施行する。 

（附則） 

この要綱は、令和６年３月１３日から施行する。 



 

 
 

別表１ 二ヶ領用水総合基本計画推進会議委員 

  所  属  等 

１ 市民団体等の 

代表者 

二ヶ領用水・中原桃の会 

２ NPO 法人多摩川エコミュージアム 

３ 二ヶ領用水総合基本計画検討委員会市民会議 

４ シニアの「ちから」ネットワーク・中原 

５ 二ヶ領用水ウォッチング•フォーラム 

６ 登戸台和町会 

７ 行政 川崎区役所まちづくり推進部企画課長 

８ 幸区役所まちづくり推進部企画課長 

９ 中原区役所まちづくり推進部企画課長 

１０ 高津区役所まちづくり推進部企画課長 

１１ 多摩区役所まちづくり推進部企画課長 

１２ 建設緑政局総務部企画課長 

１３ 川崎区役所道路公園センター整備担当課長 

１４ 幸区役所道路公園センター整備担当課長 

１５ 中原区役所道路公園センター整備担当課長 

１６ 高津区役所道路公園センター整備担当課長 

１７ 多摩区役所道路公園センター整備担当課長 

その他委員長の指定する者 

 



 

 
 

別表２ 二ヶ領用水総合基本計画推進会議運営委員 

  所  属  等 

１ 市民団体等の 

代表者 

 

二ヶ領用水・中原桃の会 

２ NPO 法人多摩川エコミュージアム 

３ 二ヶ領用水総合基本計画検討委員会市民会議 

４ 久地第２町会 

５ 宿河原町会 

６ シニアの「ちから」ネットワーク・中原 

７ 二ヶ領用水ウォッチング•フォーラム 

８ 登戸台和町会 

９ 行政 川崎区役所まちづくり推進部企画課 まちづくり支援担当係長 

１０ 幸区役所まちづくり推進部企画課 まちづくり支援担当係長 
１１ 中原区役所まちづくり推進部企画課 まちづくり支援担当係長 
１２ 高津区役所まちづくり推進部企画課 まちづくり支援担当係長 
１３ 多摩区役所まちづくり推進部企画課 まちづくり支援担当係長 
１４ 建設緑政局総務部企画課 河川計画担当係長 
１５ 川崎区役所道路公園センター整備担当 土木整備担当係長 
１６ 幸区役所道路公園センター整備担当 土木整備担当係長 
１７ 中原区役所道路公園センター整備担当 土木整備担当係長 
１８ 高津区役所道路公園センター整備担当 土木整備担当係長 
１９ 多摩区役所道路公園センター整備担当 土木整備担当係長 
その他委員長の指定する者 

 

 



二ヶ領用水総合基本計画 実施計画について

 平成２５年３月に改定された二ヶ領用水総合基本計画では、基本理念・基本方針を実現するための推進施策が整理されている（８０件）。
 これまで、二ヶ領用水総合基本計画推進会議において、進捗管理必要施策を抽出し、進捗状況の確認を行っている（４０件）。
 更に効果的な施策推進のため、今後１０年間の実施計画を作成する（１１件）。

１．重点施策の選定について

１）選定の考え方

２）施策選定

２．実施計画

番
号

施策名称

スケジュール（令和/年度）

市の主な担当前期 中期 後期

29～31 2～4 5～7

1 土木遺産
各区役所
建）企画課、河川課

2 文化財 建）企画課

3 フェンス 各区役所

4 樹木更新 各区役所

5
ホームペー
ジ

建）河川課

6 勉強会・講座 各区役所

7
ルートマッ
プ

各区役所

8 一斉清掃
各区役所
建）企画課、河川課

9 平間整備
幸区役所
建）企画課、河川課

10 トイレ・水道 建）企画課

11
消火用水・
取水ピット

建）河川課

備 考 建）企画課、他

重点施策

実施計画により推進を図る １１件

進捗管理必要施策

施策展開シート記入により進捗管理 ４０件

全施策

二ヶ領用水を守る・活かす・整える ８０件

施策体系概念図

全施策８０件

進捗管理必要施策
４０件

重点施策
１１件

※破線部は必要に応じ追加

番号
方
針

施策名称 主な取組み内容

1

守
る

選奨土木遺産の認定を受けた活用 銘板の設置、継続的な広報

2 文化財の指定・登録 文化財指定・登録に向けた調査・検討

3 周辺状況にあったフェンスの改修 フェンスの更新

4 樹木の更新 樹木診断及び伐採業務

5

活
か
す

二ヶ領用水に関するＨＰの創設 随時更新、継続的な広報

6 勉強会・講座等の開催 開催の調整

7 各区でのルートマップ作成 ルートマップの検討及び作成

8 二ヶ領用水一斉清掃の実施 試行的な取り組みの推進

9

整
え
る

平間配水所周辺整備 工事の実施、継続的な広報

10 トイレや水道の設置 案内板の検討及び設置等

11
消火用水としての活用
取水ピットの整備

必要性の検討及び設置

計画の見直し検討
（必要に応じ改定）

設
置

継続的な広報活動
の実施

調査・
検討

（調査・検討結果により）

施策推進

更新

調査・
検討

樹木点検・更新

樹木診断・
点検・更新

更新・継続的な
広報活動の実施

施策推進

施策推進

施策推進

検
討

整備

継続的な広報活動の実施

案内板設置等

調査・
検討

（調査・検討結果により）施策推進

上記、１１件の各施策について、重点的に施策の推進を図っていく。

※現時点での実現性が高いことや議論の中心となっている施策を抽出

調査・
検討

調査・
検討

調査・
検討

資料①



 実施計画に揚げた１１件について現在の進捗状況を示す
 １１件中５件は完了、６件は継続となっている。

３．実施計画進捗状況

番号 施策名称

スケジュール（令和/年度）

進捗状況 課題など 市の主な担当前期
２９～３１

中期
２～４

後期
５～７

1 土木遺産 完了
各区役所

建）企画課、
河川課

2 文化財 完了
●川崎市管理区間以外に
ついて

建）企画課

3 フェンス 継続
●補修箇所が広範囲の
為、複数年で実施

各区役所

4 樹木更新 継続
●河川維持管理実施計画を
策定、不健全な樹木を中心
に伐採などを実施

各区役所

5
ホームペー

ジ
継続 建）河川課

6
勉強会・講

座
継続 各区役所

7
ルートマッ

プ
継続 各区役所

8 一斉清掃 継続

●助成制度の活用がないか
●団体の負担増
●主体を行政にしてほしい
など

各区役所
建）企画課

河川課

9 平間整備 完了
幸区役所
建）企画課

河川課

10
トイレ・水

道
完了 建）企画課

11
消火用水・
取水ピット

完了 建）河川課

備 考 建）企画課、他
計画の見直し

（必要に応じ改定）

設
置

継続的な広報活動
の実施

調査・
検討

（調査・検討結果により）

施策推進

更新

調査・
検討

樹木点検・更新

樹木診断・
点検・更新

更新・継続的な
広報活動の実施

施策推進

施策推進

施策推進
検
討

整備
継続的な広報活動の実施

案内板設置等
調査・
検討

（調査・検討結果により）施策推進

調査・
検討

調査・
検討

調査・
検討



※必要に応じ説明資料の添付をお願いします。

二ヶ領用水総合基本計画施策展開報告書（様式２）

事業名称

事業目的

小・中学校、さいわい花クラブ実行委員及び区役所が協働で公共の花壇に
花を植えることにより、児童・生徒の環境教育の実践活動や地域緑化活動
への意識高揚を図りながら、区民参加型のまちづくりを推進する。併せ
て、多様な主体が参加することにより、世代を超えた交流を図る。

写真の添付
（プリント写真は別紙に貼り付けでお願いします）

写真の添付
（プリント写真は別紙に貼り付けでお願いします）

履　　行　　状　　況（必要に応じ添付願います）

基本方針①：【守る】「適正な植生の管理」

施策進捗に
おける課題

川崎市幸区下平間143付近と幸区新塚越1－2－2付近

昭和・平成・令和　９年６月　～　令和６年１２月

関連施策項目

下平間小学校では２年生の恒例事業として、塚越中学校では委員会活動の
一環として定着しており、上級生や卒業生も含めて、自らが植えた花壇へ
関心を持ち、手入れ時に声をかけてくる子どもたちも少なくない。引き続
き実施していくことで、地域への愛着心や世代を超えた交流も期待でき
る。

連絡先 連絡先　044－556-6606（内線：62355）

夏季に水やりや手入れをさいわい花クラブ実行委員会メンバーが手分けし
て行っているが、メンバーは高齢者が多く、炎天下における作業が負担と
なっている。また、塚越中学校緑化委員が植えた花壇については、植え付
け後、管理等を行う団体はおらず、花壇の手入れが十分に行き届いていな
い状況である。

今後の展開や
事業実施の必要性

記入者  氏名　　芝田　輝亮

公共花壇花植え事業

履行場所

実施期間

大師堀公共花壇において、春と秋に花植え事業を実施している。
令和６年6月には、さいわい花クラブ実行委員会と下平間小学校92名との
協働で花植え事業を実施した。また、同年7月に塚越中学校緑化委員22名
による花植え事業も実施した。
同年11月には、下平間小学校92名とさいわい花クラブとの協働、12月に
は塚越中学校緑化委員19名により、それぞれ事業を実施した。なお、春と
秋の小学校との花植えについては、川崎信用金庫鹿島田支店から2万円相当
のシャベルが下平間小学校へ寄贈された。また、川崎市市制100周年記念
として、下平間小学校代表児童から川崎市市制100周年及び全国都市緑化
かわさきフェアへのメッセージボードが提供され、花壇に設置した。

提出日　令和　7年　1月　21日

施策効果

季節ごとに植え替えを行うことで、近隣の住民や通学中の児童・生徒に四
季を通じて楽しんでもらえ、緑化意識及び環境美化意識の高揚につなげて
いる。また、今年度は、全国都市緑化かわさきフェア春開催に向け、メッ
セージボードを設置したことにより、児童へ緑化フェアへの関心につなげ
た。

今年度の実施状況

事業主体（部署名） 幸区役所まちづくり推進部地域振興課

資料②‐１



※必要に応じ説明資料の添付をお願いします。

二ヶ領用水総合基本計画施策展開報告書（様式２）

事業名称

事業目的

平成21年度までに整備を行った二ヶ領用水久地円筒分水周辺の修景施設について、区の観光資
源として、また、区民の憩いの場として良好な状態に保つとともに、この広場を地域コミュニ
ティの場としてさらに活用し、地域の魅力づくりを進めていくため、平成22年3月に結成された
「久地円筒分水サポートクラブ」との協働で、広場の美化・清掃活動や利用のルールづくりなど
に取り組む。

写真の添付
（プリント写真は別紙に貼り付けでお願いします）

写真の添付
（プリント写真は別紙に貼り付けでお願いします）

履　　行　　状　　況（必要に応じ添付願います）

基本方針①　維持管理の充実

施策進捗に
おける課題

高津区久地１丁目３４番地　二ヶ領用水久地円筒分水修景施設

令和６年４月　～　令和７年３月

関連施策項目

　国の登録有形文化財である久地円筒分水を良好な状態に保つためには、区民協働による本事業
の継続的な実施が不可欠である。
　「久地円筒分水サポートクラブ」の活動状況を地域内外にさらに発信するなどして組織力の強
化を図るため、平成２８年度から区民が美化・清掃活動を体験できるイベントを新規に実施して
いる。また、将来的にはサポートクラブがより自立的に活動できるような体制づくりも併せて検
討する。

連絡先 連絡先　０４４－８６１－３１４４

地域の企業からの参加もあり、一定の参加人数は確保しているものの、「久地円筒分水サポート
クラブ」のメンバーは高齢の方も多く、将来に渡っての活動の継続に不安がある。

今後の展開や
事業実施の必要性

記入者  氏名　　圷　夏主馬

二ヶ領用水久地円筒分水修景施設管理運営業務

履行場所

実施期間

・修景施設及び河川の美化・清掃活動　１４回
・久地円筒分水美化活動体験イベント　２回
※原則毎月第４月曜日、６～１１月は第２土曜日も実施（芝刈り）
※参加人数　毎回２０名程度
※夏場の熱中症警戒アラートにより回数が減少した。

提出日　令和７年１月２９日

施策効果
　「久地円筒分水サポートクラブ」との協働による毎月の美化・清掃活動により、修景施設が良
好に維持・管理されている。また、その活動や円筒分水スプリングフェスタ等への参加を通し
て、区民の美化意識向上にも寄与している。

今年度の実施状況

事業主体（部署名） 久地円筒分水サポートクラブ（事務局：高津区役所地域振興課）
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円筒分水スプリングフェスタ

履行場所

実施期間

第1９回円筒分水スプリングフェスタを実施予定

提出日　令和７年１月２９日

施策効果
今年度で１９回目を数え、円筒分水で春に実施されるイベントとして定着
しており、地元の賑わいに寄与している。

今年度の実施状況

事業主体（部署名） 円筒分水スプリングフェスタ実行委員会（事務局：高津区役所　地域振興課）

高津区久地１丁目３４番地　久地円筒分水広場

平成１７年３月　～

関連施策項目

円筒分水は高津区のランドマークであり、また春に実施されるイベントと
して定着しており、地元の賑わいに寄与していることから、継続的な実施
が望ましい。しかしながら現在の実行委員会の体制では当日の会場設営や
運営を行う人員が不足しているため、人員が不足している部分については
業者委託を行う予定であるが、今後は出展者や地元町会などイベントに関
わる団体の輪を広げ、イベントの継続的な実施と地域活性化に向けてどの
ように取り組むかといった検討が必要となっている。

連絡先 連絡先　　　　　　　044-861-3133

地元関係者を中心に実行委員会を組織し、高津区役所と連携してイベント
を実施している。地元住民のイベントとして独立することが望ましいが、
実行委員の高齢化が進み、地域からの協力が得られにくくなってきている
などイベントの担い手が著しく減少している。

今後の展開や
事業実施の必要性

記入者  氏名　　　　　　　　　　平井　重徳

※必要に応じ説明資料の添付をお願いします。

二ヶ領用水総合基本計画施策展開報告書（様式２）

事業名称

事業目的
二ヶ領用水に関する活動を実践している市民活動団体や、地元学校（高津
小学校、久地小学校）等と連携し、国の登録有形文化財である久地円筒分
水の活性化を図るために、桜の開花時期に実施している。

写真の添付
（プリント写真は別紙に貼り付けでお願いします）

写真の添付
（プリント写真は別紙に貼り付けでお願いします）

履　　行　　状　　況（必要に応じ添付願います）

イベントの開催

施策進捗に
おける課題
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二ヶ領用水総合基本計画施策展開報告書（様式２）

提出日　令和　７年　１月３１日

事業名称 令和６年度多摩区観光協会ガイド研修会・新規ガイド募集

関連施策項目 基本方針②　「ボランティアガイドの育成」

事業主体（部署名） 多摩区観光協会　ガイド部会（事務局：多摩区役所地域振興課）

記入者  氏名　　　　三竹　千尋

連絡先 連絡先　　　内線６６３６２

履行場所 多摩区内

実施期間 令和６年１１月～令和７年３月

事業目的

①観光ガイドの基本ポリシー、ガイドツアー実施の際の問題・課題、ガイド組織運営の
考慮点等について他地域のガイドと意見交換をし、今後の多摩区観光ガイドの活動に繋
げる。
②新規にガイド志望者を募集し、ツアーを企画・実施する観光ガイドを育成する。

今年度の実施状況

①１１月２８日に中原区の「なかはら散策ガイドの会」と交流をし、多摩
区内のガイドツアーを行ったほか、情報交換をする研修を行った。
②市政だより１１月１日号などで、新規ガイドを募集し、１２月に説明会
を実施。１月～３月に実際のツアーで研修し、希望者には、令和７年４月
から正式に観光ガイドに登録してもらう予定。

施策効果
ボランティアガイドは、現在20名ほどが稼働しており、定期的な研修で知
見を深めると共に新メンバーの募集を行うことで継続的な活動が可能と
なっている。

施策進捗に
おける課題

特になし

今後の展開や
事業実施の必要性

継続してツアーを実施できるよう、来年度以降もガイド部会メンバーの意
見を聞きながら研修や新規ガイド募集を随時行っていく予定。

履　　行　　状　　況（必要に応じ添付願います）

写真の添付
（プリント写真は別紙に貼り付けでお願いします）

写真の添付
（プリント写真は別紙に貼り付けでお願いします）

※必要に応じ説明資料の添付をお願いします。
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今後の展開や
事業実施の必要性

引き続き、年１０回程度のウォーキングツアーを実施予定。令和８年３月
には、今年度同様、二ヶ領用水沿いの桜を鑑賞しながら歩くツアーを開催
する予定。

履　　行　　状　　況（必要に応じ添付願います）

写真の添付
（プリント写真は別紙に貼り付けでお願いします）

写真の添付
（プリント写真は別紙に貼り付けでお願いします）

※必要に応じ説明資料の添付をお願いします。

今年度の実施状況

　ウォーキングツアーとして10回企画したが、3月２１日開催予定ツアーのテーマが
「春の二ヶ領用水を行く」となっている。ほかにもコースの一部に二ヶ領用水の関連施
設などを取り入れた。また、3月30日開催の二ヶ領用水河原桜まつりにて、桜まつりに
向かう人たちに観光ガイドが区内の観光情報を案内する。

施策効果
　ウォーキングツアーには多摩区外からも応募がある。参加者はガイドの
説明を聞きながら歩くことで、多摩区の歴史や文化に対する理解を深め
た。

施策進捗に
おける課題

特になし

履行場所 多摩区内

実施期間 令和６年４月～令和７年３月

事業目的
　多摩区内の観光振興・歴史、文化に触れてもらうことを目的に、多摩区内を中心としたルート
で年10回程度のウォーキングツアーを企画。その中で、年1回程度、二ヶ領用水沿いを歩くツ
アーを行っている。

事業主体（部署名） 多摩区観光協会　ガイド部会（事務局：多摩区役所地域振興課）

記入者  氏名　　　　三竹　千尋

連絡先 連絡先　　　内線６６３６２

二ヶ領用水総合基本計画施策展開報告書（様式２）

提出日　令和　７年　１月３１日

事業名称 ウォーキングツアーの開催

関連施策項目 基本方針②　「水路や旧水路跡を歩くイベントの開催」

※写真はH29年開催時のも
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二ヶ領用水総合基本計画施策展開報告書（様式２）

提出日　令和　７年　１月３１日

事業名称 多摩区の魅力発見！モデルコース

関連施策項目 基本方針②　「各区でのルートマップ作成」

事業主体（部署名） 多摩区観光協会　ガイド部会（事務局：多摩区役所地域振興課）

記入者  氏名　　　　三竹　千尋

連絡先 連絡先　　　内線６６３６２

履行場所 多摩区役所及び多摩区内

実施期間 令和5年4月　～　令和６年3月

事業目的
　ガイド部会により多摩区推奨のモデルウォーキングコースを作成し、豊
富な自然や観光資源といった多摩区の魅力を、区の内外から来るお客様に
紹介する。

今年度の実施状況
●区役所及び多摩区観光協会が出展する区内イベントにてリーフレットを
配布
●多摩区観光協会のホームページにて、モデルコースを公開

施策効果
　上記活動を通じて、豊富な自然や観光資源といった多摩区の魅力を、区
の内外から来るお客様に紹介することができた。

施策進捗に
おける課題

　特になし

今後の展開や
事業実施の必要性

　今後も、ガイド部会メンバーの意見を聞き、必要に応じて内容を改訂し
ながら、継続してリーフレットの配布及びホームページでの公開を行って
いく。

履　　行　　状　　況（必要に応じ添付願います）

写真の添付
（プリント写真は別紙に貼り付けでお願いします）

写真の添付
（プリント写真は別紙に貼り付けでお願いします）

※必要に応じ説明資料の添付をお願いします。
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②二ヶ領用水護岸天端補強（防
護柵）工事（中原ＤＫＣ）

⑥二ヶ領用水（宿河原線）親水施設
改良工事（多摩ＤＫＣ）

①二ヶ領用水（円筒分水下流）河川樹
木伐採等業務委託（中原ＤＫＣ）

③二ヶ領用水護岸天端補強（防護
柵その２）工事（中原ＤＫＣ）

令和６年度 二ヶ領用水関連の工事等

④高津区内河川樹木伐採等業
務委託（高津ＤＫＣ）

⑤二ヶ領用水護岸天端補強（防護
柵）工事（高津ＤＫＣ）

⑦二ヶ領用水（宿河原線）樹木
管理業務委託（多摩ＤＫＣ）

⑧二ヶ領用水（宿河原線）護岸
改良工事（多摩ＤＫＣ）

⑨二ヶ領本川（上河原線）護岸天端補
強（防護柵）工事（多摩ＤＫＣ）

⑩二ヶ領本川（上河原線）人道橋
改修設計委託（多摩ＤＫＣ）



※必要に応じ説明資料の添付をお願いします。

二ヶ領用水総合基本計画施策展開報告書（様式２）

事業名称

事業目的
・樹木の老朽化等の確認を行うとともに、地域住民と連携を図りながら樹
木を更新していく。

写真の添付
（プリント写真は別紙に貼り付けでお願いします）

施工中

履　　行　　状　　況（必要に応じ添付願います）

基本方針①　「樹木の更新」

施策進捗に
おける課題

川崎市中原区役所道路公園センター管内

令和　７年　１月　～　令和　７年　３月

関連施策項目

　老朽化している樹木について予算化した際に適宜伐採を行う。その後、
川崎市河川維持管理実施計画に基づき、適正な間隔が確保できている場所
において植樹を進めていく。そのなかで、植樹する樹種については適宜、
関連市民団体との協議を進めながら行う。

連絡先 044-788-2311

-

今後の展開や
事業実施の必要性

記入者 笠原　麻利子

二ヶ領用水（円筒分水下流）河川樹木伐採等業務委託

履行場所

実施期間

　中原区内において老朽化している樹木（２本）の伐採を行い、C判定樹木
の伐採をおこなった。（サクラ:２本）

提出日　令和７年２月　7日

施策効果 -

今年度の実施状況

事業主体（部署名） 中原区役所道路公園センター　整備担当

①
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今後の展開や
事業実施の必要性

来年度も継続して、防護柵等を改修予定

履　　行　　状　　況（必要に応じ添付願います）

写真の添付
（プリント写真は別紙に貼り付けでお願いします）

施工中

※必要に応じ説明資料の添付をお願いします。

今年度の実施状況
　中原区上小田中６丁目地内における約240mに亘り、破損等している
フェンスの改修を行う。併せて約400mに亘り、護岸の改修・補修等を行
う。

施策効果 -

施策進捗に
おける課題

　二ヶ領用水のフェンスは、経年劣化等により損傷が激しい箇所があるた
め、他の箇所についても引き続き確認を行い、破損等がしている箇所は改
修に向けた検討を行う必要がある。

履行場所

実施期間 令和　７年　２月　～　令和　７年　３月

事業目的 ・老朽化したフェンス及び護岸について景観等に配慮し改修を行う。

事業主体（部署名） 中原区役所道路公園センター　整備担当

記入者 小山　佳佑

連絡先 044-788-2311

二ヶ領用水総合基本計画施策展開報告書（様式２）

提出日　令和　７年　２月　7日

事業名称 二ヶ領用水護岸天端補強工事

関連施策項目 基本方針①　「フェンス・護岸の改修」

二ヶ領用水護岸天端補強（防護柵）工事②
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二ヶ領用水総合基本計画施策展開報告書（様式２）

提出日　令和　７年　２月　７　日

事業名称 二ヶ領用水護岸天端補強（防護柵その２）工事

関連施策項目 基本方針①　「フェンスの改修」

事業主体（部署名） 中原区役所道路公園センター

記入者  氏名　　　　　　　土木整備担当　　木實谷　雅人

連絡先 連絡先　　　　　　　　044-788-2311

履行場所 川崎市中原区今井南町２３番地先

実施期間 令和7年2月　～　令和7年3月

事業目的 ・既設転落防止柵の改修を行い歩行者通行の安全性を向上させる。

今年度の実施状況
　中原区今井南町地内における約３６０mにおいて、既設転落防止柵の改修
を行う。

施策効果 -

施策進捗に
おける課題

　二ヶ領用水のフェンスは、経年劣化等により損傷が激しい箇所があるた
め、他の箇所についても引き続き確認を行い、破損等がしている箇所は改
修に向けた検討を行う必要がある。

今後の展開や
事業実施の必要性

予算化した際に順次改修を行う。

履　　行　　状　　況（必要に応じ添付願います）

写真の添付
（プリント写真は別紙に貼り付けでお願いします）

施工中

※必要に応じ説明資料の添付をお願いします。

③
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高津区内河川樹木伐採等業務委託

履行場所

実施期間

　高津区溝口2丁目地内（大石橋～曙橋）において、老朽化した樹木の更新
（2本）を行った。

提出日　令和　７年　２月　３日

施策効果 -

今年度の実施状況

事業主体（部署名） 高津区役所道路公園センター　整備担当

川崎市高津区溝口2丁目16番地先

令和　7年　1月　～　令和　7年　3月

関連施策項目

　定期的に行われる樹木診断の結果を元に、判定が悪い樹木に関しては適
宜対処の必要がある。

連絡先 連絡先　０４４－833－1221

-

今後の展開や
事業実施の必要性

記入者  氏名　　　　　　　　　　川野　智也

※必要に応じ説明資料の添付をお願いします。

二ヶ領用水総合基本計画施策展開報告書（様式２）

事業名称

事業目的 ・樹木診断に基づいて、老朽化している樹木の更新を目的としている。

写真の添付
（プリント写真は別紙に貼り付けでお願いします）

施工中

履　　行　　状　　況（必要に応じ添付願います）

基本方針①　「樹木の更新」

施策進捗に
おける課題

④

資料②‐１０



二ヶ領用水総合基本計画施策展開報告書（様式２）

提出日　令和　７年　２月　３日

事業名称 二ヶ領用水護岸天端補強（防護柵）工事

関連施策項目 基本方針①　「ガードレールの改修」

事業主体（部署名） 高津区役所道路公園センター

記入者  氏名　　　　　　　土木整備担当　　酒井　祥子

連絡先 連絡先　　　　　　０４４－８３３－１２２１

履行場所 川崎市高津区久地１丁目３６番地先

実施期間 令和　６年　８月　～　令和　６年　１１月

事業目的 ・老朽化したガードレールについて改修を行う。

今年度の実施状況
　高津区久地１丁目３６番地先における約46mにおいて、破損等している
ガードレールの改修を実施した。

施策効果 -

施策進捗に
おける課題

-

今後の展開や
事業実施の必要性

老朽化した防護柵等については適宜対処する必要がある。

履　　行　　状　　況（必要に応じ添付願います）

写真の添付
（プリント写真は別紙に貼り付けでお願いします）

写真の添付
（プリント写真は別紙に貼り付けでお願いします）

※必要に応じ説明資料の添付をお願いします。

⑤

資料②‐１１



二ヶ領用水(宿河原線)親水施設改良工事

履行場所

実施期間

　川崎市多摩区宿河原１丁目８番地先にある人道橋と南武線の高架下にあ
る遊歩道において、親水デッキの更新を行う。

提出日　令和7年2月３日

施策効果 -

今年度の実施状況

事業主体（部署名） 多摩区役所道路公園センター

川崎市多摩区宿河原１丁目８番地先

令和６年１２月　～　令和７年３月

関連施策項目

　今回施工した範囲よりも下流のデッキについて、来年度以降施工予定。

連絡先 連絡先　　　　　　　　　04４-946-0044

-

今後の展開や
事業実施の必要性

記入者  氏名　　　　　　　土木整備担当　長谷川 龍也

※必要に応じ説明資料の添付をお願いします。

二ヶ領用水総合基本計画施策展開報告書（様式２）

事業名称

事業目的 ・二ヶ領用水（宿河原線）における親水デッキの更新

写真の添付
（プリント写真は別紙に貼り付けでお願いします）

今後、施工予定

履　　行　　状　　況（必要に応じ添付願います）

基本方針①　「親水デッキの改修」

施策進捗に
おける課題

⑥

資料②‐１２



※必要に応じ説明資料の添付をお願いします。

二ヶ領用水総合基本計画施策展開報告書（様式２）

事業名称

事業目的
・老朽化した樹木の確認を行いながら、地域住民と連携を図り樹木更新を
行う。

写真の添付
（プリント写真は別紙に貼り付けでお願いします）

今後、施工予定

履　　行　　状　　況（必要に応じ添付願います）

基本方針①　「樹木の更新」

施策進捗に
おける課題

多摩区宿河原1丁目8番地先～宿河原3丁目8番地先

令和　7年　2月　～　令和　7年　　3月

関連施策項目

　次年度以降は今年度の樹木診断結果に応じて樹木を更新予定。

連絡先 連絡先　　　　　　　０４４－９４６－００４４

　二ヶ領用水宿河原線の樹木は全体的に老朽化が進んでいるため、履行し
た範囲内であっても、都度樹木診断を確認し、判定が悪くなった樹木は対
応する必要がある。

今後の展開や
事業実施の必要性

記入者  氏名　　　　　　　土木整備担当　長谷川 龍也

二ヶ領用水(宿河原線)樹木管理業務委託

履行場所

実施期間

宿河原3丁目8番地先（八幡下橋）から宿河原6丁目17番地先（東名高速道
路下）において老朽化した樹木の更新及び枯れ枝の剪定を2月から行う。

提出日　令和　7年　2月　3日

施策効果 ー

今年度の実施状況

事業主体（部署名） 多摩区役所道路公園センター整備担当

⑦
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今後の展開や
事業実施の必要性

ー

履　　行　　状　　況（必要に応じ添付願います）

写真の添付
（プリント写真は別紙に貼り付けでお願いします）

今後、施工予定

※必要に応じ説明資料の添付をお願いします。

今年度の実施状況
宿河原3丁目2番地先において、遊歩道に下りるための階段に手摺を設置す
る工事を2月から行う。

施策効果 ー

施策進捗に
おける課題

ー

履行場所 多摩区宿河原3丁目2番地先

実施期間 令和　7年　2月　～　令和　7年　　3月

事業目的 ・階段に手摺を設置し、歩行者の安全性を向上させる。

事業主体（部署名） 多摩区役所道路公園センター整備担当

記入者  氏名　　　　　　　土木整備担当　齋藤　碧樹

連絡先 連絡先　　　　　　　０４４－９４６－００４４

二ヶ領用水総合基本計画施策展開報告書（様式２）

提出日　令和　7年　2月　3日

事業名称 二ヶ領用水(宿河原線)護岸改良工事

関連施策項目 基本方針①　「手摺設置」

⑧
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二ヶ領用水総合基本計画施策展開報告書（様式１）

提出日　令和　　７年　　2月　　４日

開催名称 二ヶ領本川(上河原線)護岸天端補強(防護柵)工事

関連施策項目 基本方針①　「フェンスの改修」

町会・活動団体名 多摩区役所道路公園センター

代表者（記入者） 代表者氏名　　　　大坪　洸祐　　（記入者氏名　鈴木　雄将　　）

連絡先 連絡先　　　　　　　　　044-946-0044

開催場所
（活動範囲）

多摩区役所道路公園センター管内

開催継続年数 令和　　　７年　２　月　～　令和　７　年　３　月

開催目的 ・老朽化したフェンスについて景観等に配慮し改修を行う。

今年度の開催内容
多摩区役所道路公園センター管内の準用河川二ヶ領本川(上河原線)におい
て、経年劣化の激しい疑木柵を改良する。

施策効果

施策進捗に
おける課題

二ヶ領用水のフェンスは、経年劣化等により損傷が激しい箇所があるため、他の
箇所についても引き続き確認を行い、破損等がしている箇所は改修に向けた検討
を行う必要がある。

※必要に応じ説明資料の添付をお願いします。

　開催日　令和　　年　　月　　日（　）
開催場所

　開催日　令和　　年　　月　　日（　）
開催場所

写真の添付
（プリント写真は別紙に

貼り付けでお願いします）
今後、施工予定

来年度の開催内容 未定

⑨
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今後の展開や
事業実施の必要性

　次年度以降は今年度の改修設計委託の成果を基に、人道橋改修工事を行
う予定。

履　　行　　状　　況（必要に応じ添付願います）

写真の添付
（プリント写真は別紙に貼り付けでお願いします）

次年度以降、改修予定

※必要に応じ説明資料の添付をお願いします。

今年度の実施状況
人道橋（紺屋橋）の改修するために、橋の構造・形状などを計画し、工事
方法などを検討する委託を３月までに実施する。

施策効果 —

施策進捗に
おける課題

　人道橋（紺屋橋）は設置してから３０年以上経過していることから、全
体的に老朽化が進んでいる。工事を行うまでの間も、老朽化が進行するこ
とが想定される。その場合は、応急措置を図りながら対応する必要があ
る。

履行場所 多摩区生田2丁目19番地先

実施期間 令和　6年　10月　～　令和　7年　　3月

事業目的
・多摩区生田２丁目１９番地先の二ヶ領本川（上河原線）に架かってい
る、老朽化している人道橋（紺屋橋）について、改修工事を行うための設
計委託を行う。

事業主体（部署名） 多摩区役所道路公園センター整備担当

記入者  氏名　　　　　　　土木整備担当　遠藤　裕一

連絡先 連絡先　　　　　　　０４４－９４６－００４４

二ヶ領用水総合基本計画施策展開報告書（様式２）

提出日　令和　7年　2月　3日

事業名称 二ヶ領本川(上河原線)人道橋改修設計委託

関連施策項目 基本方針①　「人道橋の改修」

⑩
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高津小学校、二ヶ領用水清掃2024.12.12
二ヶ領用水ウォッチング・フォーラム

【実施内容】
高津小学校４年生200名、先生、保護者、
スタッフ
授業1,2時間目2クラス
授業3,4時間目2クラス
授業5,6時間目2クラス

生徒からの感想

清掃活動の様子

資料⑤





資料⑥



″/

主催:合 話せくらまつり袋行春貫谷
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R7河川樹木診断（河川課）
対象河川：市管理河川
対象樹木：Ａ判定、Ｂ２判定 二ヶ領用水護岸改修工事

（幸ＤＫＣ）

二ヶ領用水護岸改修工事
（中原ＤＫＣ）

二ヶ領用水（宿河原線）親水
施設改良工事（多摩ＤＫＣ）

二ヶ領用水護岸天端補強（管理用
通路舗装）工事（中原ＤＫＣ）

二ヶ領用水護岸天端補強（防護
柵）工事（中原ＤＫＣ）

河川維持工事（各ＤＫＣ）
対象：各ＤＫＣ管理河川
内容：除草、剪定、緊急補修等

令和７年度 二ヶ領用水関連の発注予定工事等
資料⑨



公園緑地等における寄附受納に関する事務取扱要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、建設緑政局が所掌する事務に対し、市民（企業その他の団体を含む。）

から寄せられる寄附受納について、法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定

める。 

（申入れ） 

第２条 寄附をする者は、寄附申請書（様式１）を提出するものとする。 

２ 寄附をする者が前項の申請をしようとするときは、所管の各道路公園センター等へ事前

相談をするものとする。 

（受納の決定） 

第３条 受納の決定は、川崎市事務決裁規程（昭和４１年４月２５日訓令第８号）の定める

ところによる。 

（受納書） 

第４条 寄附を受納した場合は、寄附受納決定通知書（様式３）を寄附者に交付する。 

（寄附者への謝意） 

第５条 寄附者への謝意については、市長名の礼状（様式４）をもって行う。 

２ 礼状の他、特に必要と認めたときは感謝状を贈呈することができる。 

（報告） 

第６条 受納後の処理経過、結果等について、寄附物件受納報告書（様式５）により建設緑

政局長まで報告するものとする。 

（事務） 

第７条 受納にかかわる事務は、各事業所管課が行う。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、受納に関し必要な事項は、建設緑政局長が定める。 

附 則 

この要綱は、令和７年１月 28 日より施行する。 

資料⑩



建設緑政局

所管課

事前相談 受納可否を確認 ※必要に応じで協議

相談結果を申請者
へ回答

寄附申請書提出 申請書の受理

※様式１号

寄附受納手続依頼書
作成及び提出

依頼書の受理

※様式２号

寄附受納決定伺決裁

寄附受納決定書受取り 寄附受納承諾連絡
寄附受納決定書
作成及び送付

※様式３号

寄附物件 寄附受納

受納完了後
写真等送付

写真等で受納確認

礼状の作成

※様式４号

礼状の受取り 礼状の写しを受理 礼状の送付

寄附物件受納報告
書による報告

※様式５号

財産台帳及び都市
公園台帳への登載

申　請　者 道路公園センター



二ヶ領用水総合基本計画の改定について

1 背景

「二ヶ領用水総合基本計画」は、平成5年3月に「水網都市川崎の創
造・水循環都市川崎の構築・防災都市川崎の構築」の3つの基本方針を
柱にして策定した。

平成25年3月に、社会情勢や周辺土地利用が大きく変貌及び、住民や
市民団体が川づくりに参画することの重要性が高まってきたことから、
計画策定後約20年を契機に、これまでの二ヶ領用水の保存・復元を基
本とした親水整備等のハード整備中心の計画に、市民との協働による
取組を加える改定を行った。

計画対象期間は、概ね10年となっている。

建設緑政局企画課 令和7年2月17日

　　　○二ヶ領用水を川崎市の都市環境の姿を示すシンボルとして捉え、川崎市固有の環境・
　　　　歴史的資源として次世代の街・人々に継承し、持続的な社会の構築に向けて活用して
　　　　いきます。
　　　○市民が深く二ヶ領用水を知り、親しむことにより、川崎市民相互の理解と市民としての
　　　　共感を養うなど「都市再生」や「市民親交」の成熟の中で、二ヶ領用水を通じた“新たな
　　　　水文化”を創造します。

基
本
理
念

水文化都市川崎の創造

★基本方針①：川崎の宝として二ヶ領用水を守る
　【二ヶ領用水とその景観の保全】
　　二ヶ領用水がもたらす風景を後世まで残すために、水路や景観を保全する取組・
　ルールづくりを推進します。
　【まちなかの貴重な自然環境の保全】：
　　都市環境の中で人々に「憩い」と「潤い」を与える二ヶ領用水の豊かな自然を守る
　ために、水量・水質の維持・回復を図り、豊かな水辺環境を育みます。

★基本方針②：地域の魅力づくり・活性化に二ヶ領用水を活かす
　【歴史・文化をつなぐ】
　　市民が二ヶ領用水を身近に感じ、その有する歴史・文化の魅力を学び、次世代へと
　つなげるための取組を推進します。
　【市民連携・交流の場としての活用】
　　市民が二ヶ領用水を中心に集い・交流を深めるための取組・イベントを推進し、
　地域の魅力づくり・活性化に二ヶ領用水を活かしていきます。

★基本方針③：市民に身近な二ヶ領用水を整える
　【記憶をつなぐ整備】
　　二ヶ領用水の自然・歴史を受け継ぎ・再生し、次世代へつなぐための整備を進めます。
　【利用環境向上に向けた整備】
　　子どもから高齢者まで市民が活用するにあたって、利用しやすい親みのある二ヶ領
　用水を目指して整備を進めます。
　【安全・安心に向けた整備】
　　安全・安心なまちづくりに向けて、治水・防災面での整備を進めます。

基
本
方
針

守
る

活
か
す

整
え
る

令和4年2月に河川管理施設（土木構造物、堰や水門等の機械電気設備、
河川樹木）を良好な状態に保全することを目的とした「川崎市河川維持管
理計画」が策定した。

また、令和6年3月にその具体的な実施計画として、直近5ヶ年の補修箇
所や補修方法等を示した「川崎市河川維持管理実施計画」が策定したこと
から、令和6年度より見直しに向けた検討を行うこととした。

計画改定にあたっては、有識者や市民団体等で構成する検討会議を設置
し、「ニヶ領用水総合基本計画推進運営委員」のメンバーにも委員就任の
依頼を行いたいと考えています。

「二ヶ領用水総合基本計画」の改定に向けて、二ヶ領用水の市民の意識
等を把握するため、利用者、市民団体等にアンケート調査を行う予定です。

後日、沿川で開催される桜祭りなどを通じたアンケートの協力について、
メール等で依頼しますのでよろしくお願いいたします。

・調査期間：令和7年3月18日(火)～令和7年4月12日(日)（約1か月間)

・調査方法：
①二ヶ領用水の橋の掲示(約100橋)：利用者等
②ホームページ・Xの広報：不特定多数
③メール・FAX：市民団体
④イベント開催時の掲示：イベント参加者

2 検討委員会への依頼

3 アンケートへの協力依頼

資料⑪


